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１．制約条件の考え方
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国道２４号烏丸通での歩行者・自転車通行空間整備にあたり、以下の制約が生じる。

道路空間の全幅員

移設が困難な施設

様々な道路利用者の安全円滑な移動に必要な幅員

国道２４号烏丸通の現況幅員構成

道路空間の全幅員の制約

移設が困難な施設の制約

様々な道路利用者の安全円滑な
移動に必要な幅員の制約



２．物理的な制約 （道路空間の全幅員、移設が困難な施設）
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《道路空間の全幅員》
国道２４号烏丸通は、沿道土地利用が進んでおり、現況の道路全幅員の中で、
歩行者と自転車の通行空間を確保する必要がある。

《移設が困難な施設》
道路空間のうち、歩道内や中央帯内には、道路交通や生活に必要な施設が入って
おり、特に移設が困難な施設として、以下のものがある。
それら施設がある箇所では、歩道や中央帯の幅員を縮小することができない。

地下鉄出入り口

◎移設が困難な施設

換気口

電線共同溝地上機器 大型の標識
道路情報
提供装置



３．様々な道路利用者の安全円滑な移動に必要な幅員

国道２４号烏丸通は、日常利用や通勤・通学利用、観光、障害者の方など、様々な
道路利用者がおり、その安全円滑な移動を考慮する必要がある。
各道路利用者に必要な幅員を次のとおり設定する。

計画

４車線（車線幅員3.25m）

現況
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◎自動車（単路部） 横断イメージは、自転車道（一方通行）の例示
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車線幅員を規定の下限値に縮小

計画

現況

◎自動車（交差点部） 横断イメージは、自転車道（一方通行）の例示



◎歩行者
歩行者の交通量は多く（平日約5,200人/12h）、「道路構造令」の規定として、
「歩道：有効幅員3.5m以上」を満たすことが望ましい。
ただし、特に烏丸五条～烏丸花屋町にかけては、現況の歩道有効幅員：約2.5m
程度のため、現況の幅員の確保を基本とする。やむを得ない場合は、「道路構造
令」に規定する最小幅員として「歩道：有効幅員2m以上」を満たす必要がある。
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（出典）道路の移動等円滑化整備ガイドライン
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◎自転車利用者
「安全で快適な自転車利用創出ガイドライン」の規定により、「自転車道：幅員
2.0m以上」、「自転車専用通行帯：幅員1.5m以上」、「車道混在：幅員1.0m以上」
を満たす必要がある。

■自転車道（一方通行）

■自転車道（双方向）

■自転車専用通行帯の例

■車道混在

1.0m以上

（出典）安全で快適な自転車利用創出ガイドライン
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◎バス利用者
利用者（車椅子利用含む）の路線バスへの乗降のため、「バス乗降場：幅員２ｍ」
を確保する。

計画：自転車道（一方通行）の例示

バス停の乗降場：幅員2m

現況

◎荷捌きスペース
沿道店舗の荷捌きのため、荷捌き車両が駐停車可能なスペースの設置を検討
し、「幅員２．５ｍ」を確保する（現況の停車帯と同じ幅員）。

2500

荷捌きスペース：幅員2.5m

荷捌き
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参考 ： 占用幅

◎人・自転車・車椅子等の占用幅

出典：道路構造令の解説と運用(H27.6)

◎車椅子の回転スペース

出典：公共交通機関の車両等に関する移動等円滑化整備ガイドライン(H30.3)


